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「eHost」サービス約款 

 

この「eHost」サービス約款（以下『本約款』という）は、エンタープライズホスティング

サービス（以下『当社』という）が提供する「eHost」及びオプション（以下『本サービス』

という）の利用者である法人または個人（以下『契約者』という）と、当社の間において、

本サービスの利用の一切に対して適用するものです。本サービスの利用者すなわち契約者

は利用契約の申込前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申し込みを行うに際しては

本約款の内容を承諾したものとします。 

 

 

第１章 総則 
第１条（約款の適用） 

１．本件約款は本件契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。 

２．当社が適宜定めた通知手段を用いて、随時、契約者に対して発表・通知される諸規定

は、本約款の一部として構成されるものとし、契約者はこれを承諾することとします。ま

た、「通知」には、特定の契約者を対象とした個別通知以外に契約者全体に対する通知もこ

れに含めるものとします。  

 

 

第２条（用語の定義） 

本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。  

１．「eHost」 

当社が提供するホスティングサービスの中の 1 つであり、かつ共有・専有サーバ上で利用

するサービスを意味します。 

２．「共有サーバ」 

1 台のサーバ筐体を複数契約者が共有することを意味します。 

３．「専有サーバ」 

1 台のサーバ筐体を１契約者が専有することを意味します。 

４．「仕様変更」 

当社が本サービスに関して行う、プログラムの改良・追加・削減等（後継製品リリース、

名称変更、顧客データ仕様変更等を含む。但しこれに限りません）の変更を意味します。 

５．ドメイン  

インターネットにおける、JPNIC, JPRS 及び InterNIC で割り当てられる組織を示す論理

名称  

６．インターネット 

InterNIC および各国 NIC（日本においては JPNIC, JPRS）によって運営管理された、イ

ンターネットプロトコルの通信手順に基づいてコンピュータが相互に通信するための情報

基盤設備と一連の情報通信サービス基盤。  

７．バーチャルドメインサービス 

当社の管轄下にあるインターネットサーバーに契約者の所有するドメイン情報を設定し、
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その情報を保管して、インターネット上におけるコンピュータ情報通信を可能足らしめる

ための一連のサービス。  

８．利用契約 

本サービス利用者が当社から本約款に基づくサービスの提供を受けるための契約。 

９．利用料金  

利用契約に基づく本サービス利用の対価。 

(1) 初期費用 

契約者が、本サービスを受けるに当たって支払うセットアップ費等の費用。  

(2) ドメイン関連費用 

ドメイン申請代行費用、登録費用、及び維持管理費用。 

(3) サービス費用  

契約者が利用契約に基づく本サービスの利用の対価として支払う基本料等の費用。  

 

 

第３条（通知）  

１．当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面又はホームページへの掲載

等、当社が適当と判断する通信手段によります。 

２．前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メール又はホームページへの掲

載により行う場合には、当該通知は、インターネット上に配信された時に発信されたもの

とします。  

 

 

第４条（約款の変更）  

１．当社は、契約者の了承を得ることなく本約款を変更することがあります。なお、この

場合には利用料金その他の利用内容及び利用条件は変更後の新約款によるものとします。  

 

 

第２章 利用契約の申込 
第５条（利用契約の単位） 

１．利用契約は別表 1 に規定する本サービスの種類ごとに締結されるものとします。  

２．当社との間に利用契約は、ひとつの基本サービスの利用契約につき一契約者が契約す

るものとします。  

３．当社は基本サービスごとに少なくともひとつのドメインを設定しそれをもって利用契

約単位 とします。  

４．当サービスを一契約者で複数契約する場合は、複数の利用契約を結ぶものとします。  

 

 

第６条（利用申込） 

１．利用契約の申込をする契約者は、当社が別に定める申込関連書類に必要事項を記入し

て当社に提出していただきます。 
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第７条（利用契約の成立） 

１．サービスの利用開始は、前項により利用契約が成立し、申込者が利用料金を支払い、

この支払いを当社が確認した後、別途当社が文書によって指定する「サービス開始日」を

もって開始されるものとします。   

 

 

第８条（申込の拒絶及び受諾後の解除） 

１．当社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込を承諾し

ない場合があります。 

(1) 利用契約の申込に際し、虚偽の届出をしたことが判明した場合 

(2) 申込者が利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合  

(3) 申込者が未成年等に該当し、申込に際して法定代理人等の同意等を得ていない場合  

(4) 当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明

した場合 

(5) 第１９条（サービスの停止）のいずれかの事由に該当するおそれがある場合 

(6) その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合  

 

 

第３章 利用契約の内容 

第９条（バーチャルドメインサービスの内容） 

１．当社が提供する本サービス内容はインターネットを用いて提供することとします。  

２．本サービスにて提供するサービス内容の詳細は、別に定めるものとします。また、サ

－ビス内容の詳細は、当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに変更することがあ

ります。 

 

第１０条（ネームサーバの指定） 

１．本サービスは、当社指定のネームサーバを使用し、当社の事前の承諾なしにネームサ

ーバの変更はできないものとします。 

 

第１１条（ソフトウェアの使用条件の遵守） 

１．契約者は、サービスの利用に関して当社の提供するソフトウェアを利用する場合には、

当社がそのソフトウェアに関して別途定める使用条件を遵守するものとします。 

 

第１２条（契約期間） 

１．基本サービスの利用契約期間は１年とします。 

２．オプションの利用契約期間は基本サービスと同じ期間とします。  

 

 

第１３条（契約の継続） 
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１．契約者はサービスを継続する場合、当社が別途指定する方法に従い、速やかに利用料

金を支払うものとします。  

２．本サービスの契約期間は 1 ヵ年とします。ただし、期間満了月の前々月の 20 日までに

契約者からの契約解消の申し入れがない場合には、1 ヵ年の自動更新とします。その後期間

満了時毎に、同様の自動更新とします。 

３．契約者は金融機関の休日等の理由によって利用料金の支払が遅れる場合、当社が指定

する書式の書面で申請があった場合だけ、契約満了日から起算して 7 日後の日迄、本サー

ビスの継続提供を認めるものとします。書面 による要請があった場合でも、7 日後の日を

過ぎた時点で利用料金の支払いが確認できない場合、一時的なサービス停止を行うことを

認めるものとします。  

４．本サービスの継続に関しての条件は本約款に記載の各条件に準ずるものとします。  

 

 

第１４条（法人契約上の地位継承） 

１．相続又は法人の合併、分割等により契約者の地位が承継された場合、当該地位を承継

した契約者は、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。 

２．第８条（申込の拒絶及び受諾後の解除）の規定は前項の場合についても準用します。 

 

第１５条（契約上の地位の譲渡） 

１． 当社は、契約者に対する通知をし、譲受人に利用契約上の義務の承継をさせることを

前提に、利用契約上の地位を譲渡することができます。  

 

第１６条（契約者の名称等の変更）  

１． 契約者は、その氏名、名称、住所、担当者等に変更があったときは、変更が生じたと

きから７日以内に当社の定める方法によりその旨を通知してください。  

 

 

第１７条（契約内容の変更）  

１．契約者が利用契約の種類及び内容等を変更しようとするときは、当社所定の手続によ

り、当社に対し変更を申し出るものとし、当社による当該申出を承諾の通知を発信した時

に、変更の効力が生じるものとします。但し、第８条第 1 項各号のいずれかに該当する場

合には、当社は変更を承諾しない場合があります。  

２．前項の変更により、本サービスの利用料金が減少する場合には、次回のサービス継続

期間より新料金を適用するものとし、支払済みの利用料金の返還等は致しません。 

３．第１項の変更により、本サービスの利用料金が増加する場合には、効力発生日の次月

１日より新料金を適用するものとし、その該当サービス期間における残月数分の金額を申

請日の次月末日までに支払うものとします。  

４．原則として、追加サービスの追加申請日から次月１日までの非課金期間内において利

用契約を解約した場合でも、契約者は、第３項の利用金額の支払義務を負うものとします。  
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第１８条（仕様変更等） 

１．当社は、仕様変更および料金変更を行う際に本件契約者へ、その旨通知を致しますが、

仕様変更作業に関しては、本件契約者に承諾を得ない場合があります。 

２．本件契約者への仕様変更通知は、インターネット上での案内、電子メール、FAX また

は当社が別途利用する通知手段など、当社の定める方法にて行います。 

 

 

第４章 提供の停止等 
第１９条（サービスの停止）  

１．当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービ

スの提供を何ら事前に通 知および勧告することなく停止することがあります。 

(１) 利用契約に基づくサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期限が経過して

もなお支払わないとき 

(２) 国内外の諸法令または公序良俗に反する様態においてサービスを利用したとき  

(３) 風俗、アダルトに関する情報、未成年者や青少年の利用を制限する情報を流したとき、

またはそれに類するかあるいは当社が不適当と判断した情報を流したとき 

(４) 契約者に対し当社が指定する電話、FAX、電子メール等の通信手段で連絡が取れない

とき 

(５) 当社、他の契約者または第三者の著作権、財産、プライバシーを侵害する場合 

(６) 当社、他の契約者または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき  

(７) 利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき 

(８) その他当社が契約者として不適当と判断した場合  

 

 

第２０条（サービスの緊急停止） 

１．当社は、契約者がメーリングリストシステム及び CGI などの利用によって、著しい負

荷や障害をシステムに与えることによって、正常なサービス提供が行えないと判断した場

合、契約者のシステムを強制的に緊急停止する場合があります。契約者はこれを承認する

ものとし、このような緊急停止が法的に合法的でかつ技術的に正しい内容で行われ、当社

の定義するいずれの禁止事項にも抵触しないものであっても、当社の事由に基づく緊急停

止を認めるものとします。  

２．当社は、当サービスの利用に伴うシステムの稼動が契約者に著しい損害を受ける可能

性を認知した場合、契約者に通告なく、システムの緊急停止を行う場合があります。契約

者は、このような緊急停止があることを承認するものとします。  

３．当社は、契約者側のサービスの緊急停止要請に関しては、本条第３項の場合を除いて、

原則としてこれを受付けません。ホームページコンテンツの変更及び削除等の緊急停止に

関わるサービスの停止に関する作業は契約者がこの責任を負い、これを行うものとします。  

４．サービスの緊急停止ができなかったことによって契約者が損害を被った場合も、当社

は一切の賠償責任を負いません。  
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第２１条（サービスの中止）  

１．当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止すること

があります。 

(１) 当社または当社が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき  

(２) 当社または当社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき  

(３) 第１９条（サービスの停止）の規定によるとき 

(４) 第１種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止

することにより利用契約に基づくサービスの提供を行うことが困難になったとき  

２．当社は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者

に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。  

 

第２２条（サービスの廃止）  

１．当社は、都合により利用契約に基づくサービスの特定品目の提供を廃止することがあ

ります。  

２．当社は、前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の２ヶ月

前までに当社の提供する手段によりその旨を通知します。  

３．契約者は第１項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより当該サ

ービスに代えて他の種類のサービスを受けることができます。  

 

 

第５章 契約の解除等 
第２３条（契約者からの解約）  

１．契約者は当社に対し書面で通知することにより利用契約を解約することができます。

当該解約の効力は当該通知があった翌月の末日または解除の効力が生じる日として指定し

た月の末日のいずれか遅い日に生じるものとします。 

２．契約者は、前項の規定にかかわらず、第２１条（サービスの中止）第１項の事由が生

じたことにより当サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービス

に係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解約することが

できます。当該解約の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとしま

す。 

３．第２２条（サービスの廃止）第１項の規定により当サービスが廃止されたときは、当

該廃止の日に当該サービス契約が解約されたものとします。但し、第２１条第３項の規定

により他のサービスへの変更があった場合を除きます。  

４．契約者は、第４条の規定に基づく本約款の変更を承諾できない場合にも、当該契約を

解約することができます。当該解約の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生

じるものとします。 

５．利用契約が本条２，３，４項に基付き解約されたときは、当社は当該契約の解約があ

った日から起算して、当該契約満了日までの期間に相当する契約者が支払済みのサービス
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費用を返済します。  

 

 

第２４条（当社からの解約） 

１．当社は、第１８条（サービスの停止）の規定により利用契約に基づくサービスの利用

を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解約するこ

とがあります。  

２． 当社は、契約者が第１８条（サービスの停止）第１項各号のいずれかに該当する場合

で、その事由が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかか

わらず、同条に定めるサービスの停止をすることなく利用契約を解約することがあります。  

３． 当社は、契約者が本約款に違反している場合、当社が契約者に違反の通知をして後、

契約者が速やかに違反を解消しない場合には、利用契約を解約することができます。 

４． 当社は、前２項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解

約の通知あるいは催告をしない場合があります。  

５． 利用契約が本条に基付き解約されたときは当社は既に受領した利用料金の払い戻し等

は一切おこなわないものとします。  

 

 

第６章 料金等 
第２５条（契約者の支払義務） 

１．契約者は、当社に対し利用料金を当社の規定する方法で支払うものとします。 

２．利用料金の支払義務は、第７条（利用契約の成立と利用開始日）の規定により利用契

約が成立したときに発生します。ただし初期費用及びドメイン関連費用はいかなる場合で

もお返しいたしません。  

３．第１９条（サービスの停止）の規定によりサービスの提供が停止された場合における

当該停止期間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱います。 

４．第２０条（サービスの中止）の規定によりサービスの提供が中止された場合において、

サービスの利用が全くできない状態であることを当社が知った時から２４時間未満の利用

不能の場合は、サービス費用は返却しません。２４時間以上の場合は、第２６条（利用不

能の場合におけるサービス費用等の返却）に定めるところによります。  

 

 

第２６条（利用不能の場合におけるサービス費用等の返却）  

１．当社は、利用契約に基づくサービスを提供すべき場合において当社の責に帰すべき事

由により利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを、当社が認知した時点から起算

して２４時間以上サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、その利用

が全くできない状態であることを当社が認知した時点からサービスが再び利用できること

を当社が確認した時までの時間を２４で除した数（小数点以下の端数は切り捨てます）に

１ヶ月分に相当するサービス費用の３０分の１を乗じて算出した額を、請求額の減額とい

う方法にて返却します。ただし、契約者は当該請求をなしえることとなった日から４週間
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以内に当該請求をしなかったときはその権利を失うものとします。また、当該請求額が１

万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって費用の返却にかえさ

せていただきます。 

２．利用契約成立後、サービス開始の起算日である翌月１日にサービスの提供が間に合わ

ない場合は利用不能日数と同等の利用期間の延長をするものとし、費用の返還は行いませ

ん。  

３．前各項の規定は第１種電気通信事業者または国外の電気通信事業体の責に帰すべき場

合を除きます。 

 

第２７条（利用料金の請求および支払期日）  

１．利用料金は当社の指定する方法により支払うものとします。 

２．当社は利用料金を利用契約の申込書受取後速やかに請求します。  

３．前各項の定めにより利用料金の請求を受けた契約者は、請求書に指定する支払期限ま

でにその利用料金を支払うものとします。なお、振込手数料等の費用は契約者負担としま

す。  

 

第２８条（違約ペナルティ）  

１．契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の２倍に相当する額を違約ペ

ナルティとして別途、支払うものとします。 

 

第２９条（遅延損害金） 

１．契約者は、料金等または割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率１４．

５％の遅延損害金を当社に支払うものとします。 

 

第３０条（消費税）  

１．契約者が当社に対し利用契約に基づく支払を行う場合において支払を要する額は、別

に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。  

 

 

第７章 契約者及び当社の義務  
第３１条（ＩＤ及びパスワード） 

１．契約者は、当社が提供した管理者用アカウントおよびパスワードの管理の責任を負う

ものとします。これらの情報を紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。  

２．契約者は、当社が提供した管理者用アカウントおよびパスワードにより本サービスが

利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。但し、当社の故

意又は重大な過失により、当社が提供した管理者用のユーザーＩＤおよびパスワードが他

社に利用された場合はこの限りではありません。  

３．当社は管理者用アカウントとパスワードの電話による問合せに関しては、問合せ者が

本人の場合であっても、電話による回答はしないものとします。  

４．管理者用アカウントとパスワードの電話による問合せに関しては、別途当社の定める
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通信方法によってのみ回答するものとし、利用者は、緊急の場合も含め、即時の回答がで

きないことがあることを承諾するものとします。  

 

 

第３２条（契約者の義務）  

１．契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネ

ットワークの規則に従わなければなりません。  

２．契約者は本サービスを利用するに当たり、当社サーバ上に登録する情報の複製情報を、

契約者の責任において保管するものとします。当社が行うデータのバックアップは契約者

の情報の完全な安全を保証しないことを認めるものとします。  

３．契約者は当社コンピュータ設備への不法侵入・情報破壊行為、情報盗難行為等のいわ

ゆる「クラッキング」行為を認識した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。  

４．契約者はいわゆるクラッキング行為をしてはならないものとします。 

５．契約者は本サービスの利用に関して当社によってその利用方法が不適切であると判断

された場合には、当社の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとしま

す。  

６．契約者は所謂「ネチケット」と呼ばれる、インターネットの利用上の慣習に従い、第

三者と共有するインターネットを相互に快適に利用することにつとめるものとします。  

７．所謂、「SPAM-MAIL（不特定多数のメールアドレスに一斉同報のメールを送付するこ

と）」に関してはこれを行わないものとします。  

８．契約者は、本約款の規定を遵守しなければなりません。  

９．契約者は第三者に対し、有償・無償にかかわらず、本サービスを提供してはならない。 

１０．契約者は、その故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、当社に対し、当

該損害を賠償する義務を負います。 

 

 

第３３条（自己責任の原則） 

１．契約者は、本サービスの利用に伴い、他者（国内外を問いません）に対して損害を与

えた場合及び他者からクレームを受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理解決

するものとします。  

２．契約者が、本サービスの利用に伴い、他者から損害を受けた場合及び他者に対しクレ

ームを通知する場合においても、前項と同様とします。 

３．契約者は、その故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、当社に対し、当該

損害を賠償する義務を負います。 

 

第３４条（秘密保持）  

１．日本国における法律、条例等、法令に基づいた場合を除いて当社は、利用契約の履行

に際し知り得た契約者の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。  

２．当社は、電子メール通信履歴に関しては、次項の場合を除いて、これを原則として契

約者と第三者のいずれにも公開しないものとします。 
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３．当社は、公安当局からの捜査上の要請に基づいて書面による正式な協力要請等があっ

た場合、契約者の合意をとらずに通信履歴を開示する場合があります。  

 

第３５条（知的財産権） 

１．本サービスに関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ、トレードネーム、ロゴその

他一切の知的財産権は、これを許諾した第三者あるいは当社に独占的に帰属します。 

 

 

第３６条（個人情報の保護） 

１．当社は、「eHost」サービスをご利用頂くに際してお客様からお預かりした個人情報は、

弊社の個人情報取り扱い規定（個人情報保護方針等）に基づき適切に管理するものとしま

す。  

２．契約者は「eHost」サービスを利用して個人情報を扱う場合、個人情報の管理の重要性

を理解し、取り扱う際には十分な配慮を行うものとします。 

３．当社は下記の場合を除き、あらかじめお客様のご了承を得ることなく、お客様の個人

情報を第三者に提供・開示することはございません。 

・「eHost」サービス約款にもとづいて、正当な理由があると当社が判断した場合。 

・日本国における法律、条例等、法令規則にもとづいて、当局からの正式な協力要請等が

あった場合。 

・当社が当社業務の一部を外部業者に業務委託する場合。(委託先業者にお客様の個人情報

の管理を義務付けます) 

 

 

第３７条（免責）  

１．当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、

不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、損害賠償責任その他何らの責任を負わない

ものとします。但し、契約者が、本サービスの利用に関して、当社の故意又は重大な過失

に基づき、損害を被った場合についてはこの限りではありません。  

２. 当社は利用者が本サービスを利用することによって利用者が提供する情報コンテンツ

の審査に関しての責任は一切負いません。 

３. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完

全性、正確性、有用性及び適法性を保証しません。  

４． 当社は契約者が本サービスを利用によって第三者との間で法律的または社会的な係争

関係に置かれた場合でもこれらの係争の一切の責任を負わないものとします。 

 

 

第３８条（損害賠償額の制限）  

１．当社は、本サービスが本件契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有す

ること、商品的価値を有すること、不具合が生じないことを含め、本サービスに関して明

示的にも黙示的にも一切の保証を行いません。また、当社は、本サービスが製品として完
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全な機能を果たすことを保証するものではありません。 

２．当社は、本サービスの提供により生じる結果及び本件契約に従って行った行為の結果

について、いかなる理由（本サービスの提供に必要な設備・ソフトウェアの不具合・故障、

第三者による不正侵入、商取引上の紛争、データの紛失、を含みますがこれに限りません。）

があろうとも、本件契約者に対して一切責任を負いません。 

３．当社は、システムの過負荷、システムの不具合によるデータの破損・消失に関する保

証は負いません。 

４．当社は、サービスの変更、グレードの変更・解約等によって、万が一、データの消去・

破損・紛失等が発生する場合がありますが、その場合のいかなる保証・補償の責任は負い

ません。 

５．当社は、本サービスに関連して生じた本件契約者および第三者の損害につき、結果的

損害、付随的損害および逸失利益を含め、一切の補償・賠償を行いません。 

６．本件契約者が本サービスの利用により第三者（他の本件契約者も含みます）に対し損

害を与えた場合、本件契約者は自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担さ

せないものとします。 

７．本サービスの利用に関し、本約款に基づき当社が損害賠償義務を負う場合、当社は契

約者に現実に生じた通常の直接損害に対して、契約者が当社に本サービスの対価として当

該年に支払った総額を限度額として、賠償責任を負うものとします。但し、逸失利益及び

間接損害等の特別の事情により生じた損害については、当社は賠償責任を負いません。  

 

 

第８章その他 

第３９条（準拠法）  

１．本約款（本約款に基づく利用契約も含む。以下同じ）に関する準拠法は、日本法とし

ます。  

 

第４０条（管轄） 

１．本契約に関する紛争につき、当社および契約者は、当社の本店所在地における地方裁

判所を第一審の専属的管轄権を有する裁判所とすることに合意します。 

 

第４１条（協力義務） 

１．本約款に定めのない事項については、当社と契約者は、誠意をもって協議し、解決す

るように努力するものとします。 

 

附則 

 １．本約款は 2003 年 10 月 1 日以降に申し込まれるすべての利用契約に適用されます。 

 ２．本約款は 2005 年 4 月 25 日に変更。 

 


